
 
議
第
四
十
一
号

 

 

　
　
　

岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

 

　

岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

　
　

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日
提
出

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

　
　
　
　

岐
阜
県
知
事　
　

江　

崎　

禎　

英　
　

 

 

　
　
　

岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 　

岐
阜
県
農
林
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
（
平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

す
る
。

　

別
表
十
一
の
表
中
三
の
項
を
十
四
の
項
と
し
、
二
の
項
を
十
三
の
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

 

 
 

七　

法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

動
物
用
高
度
管
理

一
件
に
つ
き

二
九
、
〇
〇
〇

 

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十

医
療
機
器
等
販
売

 

九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医

業
等
許
可
申
請
手

 

療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
貸
与
業
の
許

数
料

 

可
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 
 

八　

法
第
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

動
物
用
高
度
管
理

一
件
に
つ
き

一
一
、
〇
〇
〇

り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
三
十

医
療
機
器
等
販
売

九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
高
度
管
理
医

業
等
許
可
更
新
申

療
機
器
等
の
販
売
業
又
は
貸
与
業
に
係

請
手
数
料

る
許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

 

九　

法
第
四
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

動
物
用
再
生
医
療

一
件
に
つ
き

二
九
、
〇
〇
〇

る
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可

等
製
品
販
売
業
許

の
申
請
に
対
す
る
審
査

可
申
請
手
数
料

 
 

十　

法
第
四
十
条
の
五
第
六
項
に
規
定
す

動
物
用
再
生
医
療

一
件
に
つ
き

一
一
、
〇
〇
〇
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る
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
に
係
る

等
製
品
販
売
業
許

許
可
の
更
新
の
申
請
に
対
す
る
審
査

可
更
新
申
請
手
数

料

 

十
一　

一
の
項
、
七
の
項
又
は
九
の
項
に

動
物
用
医
薬
品
販

一
通
に
つ
き

二
、
四
〇
〇

規
定
す
る
許
可
に
係
る
許
可
証
の
書
換

売
業
許
可
証
等
書

え
交
付

換
え
交
付
手
数
料

 

十
二　

一
の
項
、
七
の
項
又
は
九
の
項
に

動
物
用
医
薬
品
販

一
通
に
つ
き

三
、
三
〇
〇

規
定
す
る
許
可
に
係
る
許
可
証
の
再
交

売
業
許
可
証
等
再

付

交
付
手
数
料

　

別
表
十
一
の
表
一
の
項
中
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
」
及
び
「
同
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
の
項
と
し
、
同

項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 

 
 

 

一　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

動
物
用
医
薬
品
販

一
件
に
つ
き

二
九
、
〇
〇
〇

 

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

売
業
許
可
申
請
手

 
 

法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

数
料

 

五
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
法
」

 

と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規

 

定
す
る
医
薬
品
の
販
売
業
の
許
可
の
申

 

請
に
対
す
る
審
査

 

 
 

 

二　

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

動
物
用
医
薬
品
販

一
件
に
つ
き

一
一
、
〇
〇
〇

 

医
薬
品
の
販
売
業
に
係
る
許
可
の
更
新

売
業
許
可
更
新
申

 

の
申
請
に
対
す
る
審
査

請
手
数
料

 

 
 

 

三　

法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

動
物
用
配
置
従
事

一
通
に
つ
き

七
、
一
〇
〇

 

医
薬
品
の
配
置
販
売
業
者
又
は
そ
の
配

者
身
分
証
明
書
交

 
 

置
員
に
対
す
る
配
置
従
事
者
の
身
分
証

付
手
数
料

 

明
書
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
単
に

 

「
身
分
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
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四　

身
分
証
明
書
の
書
換
え
交
付

動
物
用
配
置
従
事

一
通
に
つ
き

二
、
四
〇
〇

 

者
身
分
証
明
書
書

 

換
え
交
付
手
数
料

 

 
 

 

五　

身
分
証
明
書
の
再
交
付

動
物
用
配
置
従
事

一
通
に
つ
き

三
、
三
〇
〇

 

者
身
分
証
明
書
再

 

交
付
手
数
料

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

 
 

農
業
保
険
法
施
行
規
則

 
 

（
平
成
二
十
九
年
農
林
水

 
 

産
省
令
第
六
十
三
号
）
第

 
 

百
十
七
条
第
一
項
の
規
定

 
 

に
よ
り
診
療
そ
の
他
の
行

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

為
に
よ
っ
て
組
合
員
等
が

「 
 

 
 

　

別
表
二
十
の
表
一
の
項
中　

　
　
　
　
　

一
、
六
一
〇

　

を　

　

に

改

負
担
す
べ
き
費
用
の
内
容

 
 

」

に
応
じ
て
農
林
水
産
大
臣

 
 

が
定
め
る
家
畜
共
済
診
療

 

点
数
表
（
以
下
こ
の
表
に

 

お
い
て
「
点
数
表
」
と
い

 

う
。
）
中
Ｂ
種
の
点
数
に

 

よ
り
一
点
の
単
価
を
一
〇

 

円
と
し
て
算
定
し
た
額

」

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

「

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

「

点
数
表
中
Ｂ
種
の
点
数
に

 
 

 

め
、
同
表
二
の
項
中　

　
　
　
　
　

一
、
一
〇
〇

　

を　

よ
り
一
点
の
単
価
を
一
〇

　

に
改
め
、
同
表

 
 

」

円
と
し
て
算
定
し
た
額

」

三
の
項
中
「
農
業
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
診
療
そ
の
他
の
行
為
に
よ
っ
て
組
合
員
等
が
負
担
す
べ
き
費
用
の
内
容
に
応
じ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定

め
る
家
畜
共
済
診
療
点
数
表
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
点
数
表
」
と
い
う
。
）
」
を
「
点
数
表
」
に
改
め
、
同

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 

「

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「

点
数
表
中
Ｂ
種
の
点
数
に
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表
七
の
項
中　

　
　
　
　
　
　
　

八
〇
〇

　

を　

よ
り
一
点
の
単
価
を
一
〇

　

に
改
め
、
同
表
八
の
項

 

」

円
と
し
て
算
定
し
た
額

」

中
「
１
型
子
牛
虚
弱
症
候
群
の
」
を
「
Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｓ
異
常
症
の
」
に
、
「
１
型
子
牛
虚
弱
症
候
群
検
査
手
数
料
」
を

 

「
Ｉ
Ａ
Ｒ
Ｓ
異
常
症
検
査
手
数
料
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

  

 

　
　
　

提　

案　

説　

明

 

 

　

家
畜
妊
娠
診
断
手
数
料
の
額
を
改
定
す
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
る
。
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